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はじめに  

全国の自殺者数は、平成１０年以降１４年連続して、年間３万人を超える状

況が続いておりました。平成２４年以降は年間３万人を下回りましたが、依然

として深刻な社会問題となっております。 

 川崎市においても、近年は減少傾向に転じたものの、現在も毎年２００人以

上の方が亡くなられている深刻な状況が続いております。 

自殺は多くが追い込まれた末の死で、その多くが防ぐことのできる社会的な

問題です。 

川崎市では、平成２５年１２月に川崎市議会において、「川崎市自殺対策の推

進に関する条例」が議員提案により制定され、同条例第９条１項に基づき、平

成２７年３月に自殺対策総合推進計画を策定いたしました。 

本市としましては、計画に基づき、身近な地域の多様な主体と協働しながら、

安心して暮らせる社会の実現を目指して、取組を進めているところです。 

この自殺対策の推進に関する報告書は、「川崎市自殺対策の推進に関する条例」

第１１条１項に基づき、平成２７年度の自殺対策総合推進計画の進捗状況及び

目標の達成状況の評価並びに市の自殺の概要についてとりまとめたものであり、

今後の施策の推進に活用してまいります。 

本書を御覧いただきまして、本市の自殺総合対策の現状について御理解いた

だければ幸いに存じます。 

２０１６年１１月 

                         川崎市長 福田 紀彦 
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第１章 川崎市における自殺の概要 

１ 川崎市の自殺者数及び自殺死亡率の経年推移 

全国では、厚生労働省「人口動態統計」による自殺者数と比べ、警察庁の自

殺統計原票を集計した結果（以下「自殺統計」という。）による自殺者数が多い

（いずれの統計も年度ではなく年単位で集計）。その理由は、（１）厚生労働省

の人口動態統計は国内の日本人を対象としているが、警察庁の自殺統計は総人

口（国内の外国人も含む。）を対象としていること、（２）厚生労働省の人口動

態統計は、自殺、他殺あるいは事故死のいずれか不明のときは自殺以外で処理

し、死亡診断書等について作成者から自殺の旨訂正報告がない場合は自殺に計

上していないが、警察庁の自殺統計は捜査等により自殺であると判明した時点

で自殺統計原票を作成していることによる。川崎市の場合は、全国と異なり、

自殺統計による自殺者数と比べ、人口動態統計による自殺者数が多い傾向にあ

り、今後その理由を明らかにする必要がある。  

さて、神奈川県、横浜市、相模原市、川崎市の４県市で構成する「かながわ

自殺対策会議」では、平成１７年から神奈川県警察本部より自殺統計原票によ

る神奈川県警察本部集計データの提供を受け、川崎市の状況について集計を行

っている。それによると、川崎市の自殺者数は、平成１７年から平成２１年ま

では増加傾向にあったが、その後は減少傾向である。（表１参照） 

平成２７年の自殺者数は平成２６年より４人減少して２１２人であった。 

自殺死亡率は、全国、神奈川県と同様に減少傾向を示している。 

厚生労働省の人口動態統計によると、全国と同様に平成１０年に自殺死亡が

急増した。その後、一旦は減少傾向を示したが、平成１８年から平成２１年ま

では増加傾向に転じ、その後は、警察庁の自殺統計と同様に減少傾向にあり、

平成２７年の自殺者数は２３９人※である。（図１参照）。 

※図１の自殺者数については、「平成２７年人口動態統計（確定数）の概況」による。 

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２1 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ H２６ H２７

215 237 254 285 288 267 268 249 220 216 212

16.2 17.7 18.5 21.1 20.4 18.7 18.7 17.9 15.3 15.1 14.5

1,669 1,639 1,845 1,818 1,835 1,849 1,852 1,644 1,558 1,422 1,382

19.0 18.6 20.8 20.4 20.5 20.4 20.5 18.1 17.2 15.6 15.2

32,552 32,155 33,093 32,249 32,845 31,690 30,651 27,858 27,283 25,427 24,025

25.5 25.2 25.9 25.3 25.8 24.9 23.9 21.8 21.4 19.8 18.9

※自殺死亡率とは、人口１０万人あたりの自殺者数

※全国の自殺者数及び自殺死亡率は警察庁資料より抜粋

※H２１年、H２２年、H２５年の川崎市自殺者数については発見地の計上違いにより、内閣府ホームページ提供データと数が異なっている。

神奈川県自殺者数（人）

神奈川県自殺死亡率

全国自殺者数(人)

全国自殺死亡率

川崎市自殺死亡率

川崎市自殺者数（人）

表１．川崎市、神奈川県、全国の自殺者数の推移（自殺統計） 
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２ 自殺者の年齢階級別・男女別状況 

これ以降、特に断りのない場合は、警察庁の自殺統計をもとに川崎市の自殺

の実態を示す。 

年齢階級別では、それぞれの年で変動はあるものの、「４０歳未満」、「４０歳

以上６０歳未満」、「６０歳以上」がそれぞれ３分の１程度を占める。男女比は

およそ７対３である。（表２参照） 

自殺者数 割合 自殺者数 割合 自殺者数 割合 自殺者数 割合 自殺者数 割合 自殺者数 割合 自殺者数 割合

5 1.7 6 2.2 10 3.7 6 2.4 4 1.8 3 1.4 7 3.3

37 12.8 28 10.5 39 14.6 48 19.3 28 12.7 31 14.4 30 14.2

53 18.4 36 13.5 51 19.0 35 14.1 44 20.0 37 17.1 36 17.0

58 20.1 56 21.0 51 19.0 50 20.1 47 21.4 42 19.4 35 16.5

45 15.6 48 18.0 40 14.9 30 12.0 28 12.7 38 17.6 40 18.9

49 17.0 48 18.0 40 14.9 40 16.1 36 16.4 30 13.9 23 10.8

28 9.7 26 9.7 25 9.3 31 12.4 19 8.6 20 9.3 27 12.7

13 4.5 18 6.7 12 4.5 9 3.6 13 5.9 14 6.5 14 6.6

288 100.0 267 100.0 268 100.0 249 100.0 220 100.0 216 100.0 212 100.0

自殺者数 割合 自殺者数 割合 自殺者数 割合 自殺者数 割合 自殺者数 割合 自殺者数 割合 自殺者数 割合

199 69.1 180 67.4 184 68.7 177 71.1 166 75.5 134 62.0 147 69.3

89 30.9 87 32.6 84 31.3 72 28.9 54 24.5 82 38.0 65 30.7

288 100.0 267 100.0 268 100.0 249 100.0 220 100.0 216 100.0 212 100.0

H２１

H２７

H２７H２３

総計

H２４ H２５

50～59歳

H２1

H２２

70～79歳

*H22,H25,H26の自殺者総数には年齢不詳者を各1人含むため、年代ごとの割合の和は100とならない。

30～39歳

80歳以上

～19歳

（２）男女別自殺者数と割合（％）

60～69歳

総数

（１）年代別自殺者数と割合（％）

男

H２２ H２５H２３

40～49歳

20～29歳

H２４ H２６

H２６

女

表２．年齢階級別、男女別の自殺者数の推移 

(1)年齢階級別自殺者数と割合(％) 

図１．川崎市と全国の自殺者数の推移（人口動態統計） 
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３ 自殺者の職業別状況 

職病別では、無職が最も多く、およそ６割を占める。 

なお、無職者については、学生や主婦も含まれる。(表３参照) 

年齢階級別では、２０歳から５９歳で被雇用者・勤め人の割合が高い。(図２

参照) 

４ 自殺の原因・動機状況 

原因・動機別で、健康問題がおよそ３割を占めて、原因・動機が示された中

では最も高い（不詳はおよそ４割）。 

年齢階級別では、１０代を除くどの年代においても、健康問題が最も多くを

占めている。(図３・表４参照) 

遺書等の原因・動機の判断材料を遺しているのは６割である。(表５参照) 

自殺者数 割合 自殺者数 割合 自殺者数 割合 自殺者数 割合 自殺者数 割合 自殺者数 割合 自殺者数 割合

21 7.3 14 5.2 15 5.6 10 4.0 21 9.5 9 4.2 10 4.7

75 26.0 73 27.3 97 36.2 70 28.1 61 27.7 72 33.3 64 30.2

182 63.2 171 64.0 152 56.7 167 67.1 128 58.2 132 61.1 134 63.2

10 3.5 9 3.4 4 1.5 2 0.8 10 4.5 3 1.4 4 1.9

288 100.0 267 100.0 268 100.0 249 100.0 220 100.0 216 100.0 212 100.0

（１）職業別自殺者数と割合（％）

総計

Ｈ２７

無職者

H２５H２２

不詳

H２１

自営業者

被雇用者・勤め人

Ｈ２６H２３ H２４

図２．年齢階級別の職業の割合 

表３．職業別の自殺者の推移 
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（１）原因 ・動機別件数と割合（％）

件数
割合
(実数割） 件数

割合
(実数割) 件数

割合
(実数割) 件数

割合
(実数割) 件数

割合
(実数割) 件数

割合
(実数割)

件数
割合
(実数割)

29 10.1 32 12.0 32 11.9 23 9.2 30 13.6 22 10.2 19 9.0

100 34.7 118 44.2 100 37.3 97 39.0 85 38.6 72 33.3 68 32.1

57 19.8 51 19.1 36 13.4 29 11.6 31 14.1 18 8.3 34 16.0

17 5.9 25 9.4 20 7.5 25 10.0 20 9.1 21 9.7 16 7.5

20 6.9 9 3.4 6 2.2 12 4.8 11 5.0 11 5.1 10 4.7

2 0.7 1 0.4 8 3.0 7 2.8 2 0.9 2 0.9 6 2.8

10 3.5 4 1.5 13 4.9 21 8.4 10 4.5 18 8.3 16 7.5

128 44.4 104 39.0 121 45.1 102 41.0 76 34.5 89 41.2 87 41.0

（２）原因 ・動機の判断材料

件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合

112 38.9 109 40.8 92 34.3 81 32.5 91 41.4 77 35.6 75 35.4

126 43.8 102 38.2 115 42.9 100 40.2 76 34.5 89 41.2 87 41.0

41 19.3

H２４

（注）原因・動機は3つ以内の複数計上可能であり、実数割の割合（％）については自殺者総数に基づき算出している。

H２７

H２７

勤務問題

14 6.6

57 22.9

20 8.0

H２４

74.5

H２５

H２２ H２５H２１

男女問題

不詳

経済生活問題

家庭問題

健康問題

学校問題

その他

（注）「原因・動機別の判断材料」は複数選択可能であるが割合（％）については自殺者総数より算出している。

自殺サイト・
メール等書き込み

H２２

4.9

H２３

61

12 3.2

その他の
生前の言動 50

該当なし

17.4 22.358 22.8

遺書

21.7

H２１

14

49

4.5 12

H２３

H２６

11

39

H２６

5.1

18.1

表５．原因・動機別の判断材料の割合 

図３．原因・動機別の自殺者数の推移 

表４．原因・動機別の自殺者数の推移 
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５ 自殺未遂歴の状況 

自殺者の４人に１人に自殺未遂歴が報告されている。 

参考までに言うと、全国的な傾向としては、すべての年齢階級で、自殺未遂

歴が「あり」の者の割合は、男性よりも女性が多い。（表６参照） 

６ 区別の自殺者数の推移 

区別の自殺者数は、川崎区が他の区と比較して多い。（図４参照） 

７ 川崎市の区別の年齢調整済み自殺死亡率 

（人口１０万対；１９８３年～２０１２年） 

年齢調整死亡率とは、年齢構成の異なる地域間で死亡状況の比較ができるよ

うに、集団の年齢構成の違いを調整した死亡率のことである（昭和６０年モデ

ル人口を基に補正）。年齢調整死亡率を用いることによって、年齢構成の異なる

集団について、年齢構成の相違の影響を調整したうえで地域比較や年次比較を

することが可能になる。 

 人口動態統計による区別の年齢調整済み自殺死亡率では、男性では川崎区が

突出して高いが、女性では区ごとの差は小さい。(図５参照) 

自殺者数（人） 割合（％） 自殺者数（人） 割合（％） 自殺者数（人） 割合（％） 自殺者数（人） 割合（％） 自殺者数（人） 割合（％） 自殺者数（人） 割合（％） 自殺者数（人） 割合（％）

未遂歴あり 54 18.8 48 18.0 54 20.1 55 22.1 53 24.1 53 24.5 53 25.0

未遂歴なし 165 57.3 146 54.7 153 57.1 138 55.4 132 60.0 129 59.7 128 60.4

不詳 69 24.0 73 27.3 61 22.8 56 22.5 35 15.9 34 15.7 31 14.6

総計 288 100 267 100 268 100 249 100 220 100 216 100 212 100

H２７H２５自殺未遂歴
の有無

H２６H２１ H２２ H２３ H２４

表６．自殺者における自殺未遂者の有無 

図４．区別自殺者の推移 
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８ 神奈川県内の３政令指定都市の年齢調整済み自殺死亡率 

（医療圏別；人口１０万対；１９８３年～２０１２年）  

人口動態統計による神奈川県内の３政令指定都市の比較では、男性では川崎 

市南部は高いグループに属しているが、女性ではその差は小さい。（図６参 

照） 

「自殺対策のための自殺死亡の地域統計 1983-2012」
（http://www.ncnp.go.jp/ikiru-hp/genjo/toukei/index.html）第７表をもとに作成

図５．区別年齢調整済み自殺死亡率の推移（人口動態統計） 

図６．神奈川県内３政令指定都市の年齢調整済み自殺死亡率の推移（人口動態統計） 

「自殺対策のための自殺死亡の地域統計 1983-2012」
（http://www.ncnp.go.jp/ikiru-hp/genjo/toukei/index.html）第６表をもとに作成

-6-



９ 平成２７年度実施の自損事故による救急搬送と救急受診等の実態調査概要 

川崎市における自殺未遂者支援構築の示唆を得る目的で、川崎市における自

損行為（自らの過失などが原因で、けがをしたり、損害を受けたりすること）

による救急搬送事例の実態を調査した。 

川崎市消防局が平成２６年１月１日から同年１２月３１日までの１年間に救

急出動を行った事例のうち、事故種別が自損行為によるもので、救急搬送を実

施した事例４４１件のデータ提供を受けて分析を行った。なお川崎市消防局年

報によると平成２６年の出動は６４，８９７件あり、そのうち自損事故による

搬送人員は４７１件（０．７％）であった。本調査ではほぼ全数のデータ提供

を受けたことになる。 

４４１件の２３．１％は川崎区で発生したものであり（図７参照）、総人口１

０万対比でみても他の区と比べて発生件数が多かった（図８参照）。ただし発生

区ごとにみた自損行為による救急搬送の発生率と、自殺死亡率（自殺統計、住

居地ベース）との間に明らかな傾向は見いだせなかった。 

図７ 区ごとの自損行為による救急搬送の発生件数 

図８ 区ごとの発生件数の総人口１０万対比と自殺死亡率 

搬送先医療機関は川崎市立川崎病院（川崎区）が１５１件（３４．２％）、日

本医科大学武蔵小杉病院（中原区）が１０７件（２４．３％）、聖マリアンナ医

科大学救命救急センター（宮前区）が１００件（２２．７％）で、これら３病

院で３５８件（８１．２％）を占めた。 

自損行為の手段は薬物多飲が１５０件（３４．０％）でもっとも多く、次い

で切創（リストカット・刺創含む）が７４件（１６．８％）、縊頸が５９件（１

３．４％）であった。なお手段の特定に至らなかった事例が１２３件（２７．

９％）あった。（表７参照） 

102 48 62 46 57 63 63

0% 20% 40% 60% 80% 100%

川崎区 幸区 中原区 高津区 多摩区 宮前区 麻生区

0
10
20
30
40
50

川崎区 幸区 中原区 高津区 多摩区 宮前区 麻生区

発生件数の

人口比

参考：自殺死

亡率
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表７ 自殺行為の手段（複数回答） 

 発生件数 

薬物多飲 １５０

切創 ７４

縊頸 ５９

挫傷 ２５

服毒 ９

練炭・一酸化炭素中毒 ６

飛び降り ５

多量飲酒 ４

入水 ２

不詳、未記入 １２３

事例の既往歴に何らかの精神疾患が記載されていたものは１８６件（４２．

２％）であった。精神疾患との記載はあるものの詳細不明の事例が２６件（５．

７％）あった。（表８参照） 

表８ 自損行為による救急搬送事例の有する精神疾患（複数回答） 

精神疾患 件数 

うつ病 ８６

統合失調症 ３０

双極性感情障害 １９

パニック障害 １７

特定不能の不安障害 ９

情緒不安定性パーソナリティ

障害 

６

心的外傷後ストレス障害 ６

アルコール依存症 ５

多重人格障害 ５

摂食障害 ４

注意欠陥多動性障害 ３

適応障害 ３

強迫性障害 ３

特定不能のパーソナリティ障

害 

２

社会（社交）不安障害 ２
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広汎性発達障害 １

薬物依存症 １

精神疾患、詳細不明 ２６

○年間の件数にして自殺既遂のおよそ２倍の自損行為による救急搬送が行われ、

そのほとんどは薬物多飲や切創および縊頸といった自殺関連行動によること

が明らかとなった。 

○対策を検討するうえで重要な情報と考えられる自損の手段や精神疾患の有無

は、現状の搬送データからは必ずしも十分に把握できなかった。 

○心理学的剖検データベースを活用した自殺の原因分析ではアルコール使用障

害と自殺との関連が示唆されているが、搬送データの既往歴からこれを特定

できるものは少なかった。 

○自損行為による救急搬送データと３病院の医療機関データのレコードリンケ

ージによる分析を行い、川崎市の自殺未遂者対策の構築に役立てていくこと

が期待される。 

１０ 川崎市の自殺の実態からみた今後の取組

平成１７年に神奈川県警本部よりデータの提供を受けるようになって以降、

自殺者数が最も増加した年は平成２１年であり、この年より減少に転じている。 

 自殺死亡者数は、自然変動の中で減少が起こっている可能性も考慮する必要

があるが、国、神奈川県も同様の減少傾向にあることから、自殺対策基本法と

それに基づく取り組みの充実、自殺ハイリスク者の支援につながる施策の効果

が考えられる。 

川崎市の自殺対策の特徴は「川崎市自殺対策の推進に関する条例」（以下「条

例」という。）をもとに「川崎市自殺対策総合推進計画」（以下「計画」という。）

が定められ、条例制定以前の取り組みを基盤に、組織的・継続的な取組に発展

してきたことであり、川崎市の自殺の実態と科学的根拠を踏まえた、川崎市ら

しい対策にさらに発展させていく必要がある。 

 ここでは川崎市の自殺の実態を簡潔にまとめ、今後の自殺の実態把握の方向

を述べる。 

年齢階級別は、それぞれの年で変動はあるものの、「４０歳未満」、「４０歳以

上６０歳未満」、「６０歳以上」がそれぞれ３分の１くらいを占める。男女比は

およそ７対３である。 

原因・動機別で、健康問題がおよそ３割を占めており、原因・動機が示され

た中では最も高い（不詳はおよそ４割）。年齢階級別に見ると、１０歳代を除く

どの年代においても健康問題が最も高い。 
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 区別の年齢調整済み自殺死亡率では、男性では川崎区が突出して高いが、女

性では区ごとの差は小さい。神奈川県内の３政令指定都市の地域間比較では、

男性では川崎市南部は高いグループに属するが、女性では地域間の差は小さい。 

川崎市消防局が平成２６年１月１日から同年１２月３１日までの１年間に救

急出動を行った事例のうち、事故種別が自損行為によるもので、救急搬送を実

施した事例の２３．１％は川崎区で発生したものであり、総人口１０万対比で

みても他の区と比べて発生件数が多かった。搬送先医療機関は川崎市立川崎病

院（川崎区）が１５１件（３４．２％）、日本医科大学武蔵小杉病院（中原区）

が１０７件（２４．３％）、聖マリアンナ医科大学救命救急センター（宮前区）

が１００件（２２．７％）で、これら３病院で３５８件（８１．２％）を占め

た。 

川崎市の自殺対策の発展のためには、自殺の実態分析をさらに進めることに

よって、各区の特徴に応じた対策を進める必要がある。現在、帝京大学医学部

附属溝口病院への委託事業や川崎市自殺対策評価委員会等を活用して、人口動

態統計等を活用した自殺の分析、自損事故による救急搬送事例調査を行う準備

を進めており、これらの成果の活用が期待される。 
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第２章 川崎市における自殺対策の基本的な枠組み 

１ 川崎市における自殺対策の経緯 

全国と同様、川崎市においても平成１０年に自殺死亡率は急増した。川崎市

においては平成１４年の精神保健福祉センター設置以降、うつ病の相談並びに

家族セミナー等を実施し、平成１７年度には市民意識実態調査にこころの健康

というテーマで自殺に関する設問を設けた。 

 平成１８年度には、事前対応に関わる事業として、自殺の危険を示すサイン

や危険に気づいたときの対応方法等の理解を促進することを目的に、市民を対

象とする「こころの健康セミナー」を開始した。 

 平成１９年度には、自殺総合対策の推進を図る体制整備として、様々な分野

の関係機関・団体による多角的な検討を行うことを目的に、司法・医療・福祉・

民間・行政関係機関等から構成される「かながわ自殺対策会議」を神奈川県・

横浜市との３県市共同で設置し、首都圏の８都県市による自殺対策キャンペー

ン連絡調整会議を設置した。なお、平成２２年に政令指定都市に移行した相模

原市が加わり、それぞれ４県市共同、９都県市共同となった。また、庁内の自

殺総合対策に係る関係課等の密接な連携と協力を図るため、川崎市総合自殺対

策庁内連絡会議を設置した。その他に、事後対応に関わる事業として、神奈川

県と合同で自死遺族の相談支援を目的とする自死遺族の集いを開始した。 

 平成２０年度には、自殺総合対策の推進を図るため、川崎市の自殺に関する

統計分析を多角的に行い、各区の自殺の現状の把握や原因を究明し、自殺総合

対策の基礎資料を作成することを目的とする川崎市自殺対策統計分析の業務委

託を開始した。また、事前対応に関わる事業として、うつ病について診断や治

療技術の向上を図り、うつ病の早期発見・早期治療につなぐことを目的に、身

体科医師を対象とする「かかりつけ医うつ病対応力向上研修委託事業」を開始

したほか、自殺問題の知識や自殺念慮者、自死遺族への支援に関する理解の促

進を目的に、市内相談関係機関の従事者を対象とする自殺対策相談支援基礎研

修を開始した。さらに、自殺総合対策の推進を図る体制整備として、自殺対策

に係る普及啓発に関する情報の共有並びに協議、連携することを目的とするか

ながわ自殺対策会議普及啓発部会を神奈川県・横浜市と共同で設置した。 

 平成２１年度には、事前対応に関わる事業として、自殺予防の取り組みを周

知することを目的とする自殺予防街頭キャンペーンを「かながわ自殺対策会議」

の普及啓発活動の一環として開始し、支援の実際を学び、自殺関連相談技術を

向上させることを目的に、市内相談関係機関の従事者を対象とする自殺対策相

談支援技術研修を開始した。また、危機介入に関わる事業として、川崎区をモ
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デル地区高齢者を対象としたうつ病のスクリーニングや民生委員等を対象とし

た普及啓発事業を開始した。さらに、事後対応に関わる事業として、孤立しが

ちな自死遺族の相談を受け、適切な支援につなげることを目的とする川崎市自

死遺族ホットラインを設置し、平成１９年度から神奈川県と合同で開催してい

た自死遺族の集いを川崎市単独の開催とした。また、これらの事業を効率的に

進めるため、精神保健福祉センターに専任の自殺予防対策担当を設置した。 

 平成２２年度には、事前対応に関わる事業として、自殺関連相談技術の向上

やゲートキーパーという役割への理解の促進を目的に、保健、医療、福祉等機

関の従事者を対象とする自殺予防セミナーの実施や、自殺予防の考え方を中心

とした自殺対策に関する知識等の普及啓発を目的とする市内学校の教職員を主

な対象とする自殺対策に関する学校出前講座を開始した。また、危機介入に関

わる事業として、自殺未遂者への適切な対応が自殺企図防止に有効となるため、

今後の効果的な自殺未遂者対策の推進及び自殺未遂者対策を行う上での基礎資

料の作成を目的とする川崎市における自殺企図患者・自傷行為患者に関する対

応事業を開始した。 

 平成２３年度には、川崎市自殺対策推進キャラクター「うさっぴー」が誕生

し、普及啓発資材を作成するなど、自殺対策に係る普及啓発活動を進めた。 

 平成２５年度には、健康福祉委員会から発議の提案がなされたことをきっか

けに、条例を制定し、平成２６年４月に施行した。 

 また、それぞれの地域の実情に応じた対策を講じていく必要性の高まりから、

平成２０年度より設置していた４県市共同のかながわ自殺対策会議の普及啓発

部会を解消し、各県市に地域部会を設置した。 

 平成２６年度には、条例を踏まえ、平成２０年度より設置していた川崎市総

合自殺対策庁内連絡会議を廃止し、新たに川崎市自殺対策総合推進会議を設置

した。 

 また、条例に基づき、川崎市自殺対策総合推進会議を中心に、計画を平成２

７年３月に策定した。 

 平成２７年度には、この計画に基づき、川崎市自殺対策総合推進会議に加え

て、川崎市地域自殺総合対策推進連絡会議と川崎市自殺対策評価委員会を設置

し、現在の推進体制となった。（Ｐ１６図９参照） 
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※東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・横浜市・川崎市・さいたま市・千葉市

平27

・自殺対策に関する学校出前講座を開始
・帝京大学医学部附属溝口病院への委託事業の一環として、従事者支援向けの自殺予防セミナーを開始
・帝京大学医学部付属溝口病院への未遂者支援事業委託を開始

平22

平25

・川崎市総合自殺対策庁内連絡会議を廃止し、川崎市自殺対策総合推進会議を設置
・自殺対策総合推進計画策定

・川崎市地域自殺総合対策推進連絡会議設置
・自殺対策評価委員会設置

・かながわ自殺対策会議普及啓発部会を解消
・川崎市自殺対策の推進に関する条例を制定

平26

・川崎市自殺対策キャラクターうさっぴー誕生

年 取組

平18

平14
・精神保健福祉センター設置
・うつ病の相談並びに家族セミナーの開催を開始

平15

・第1回こころの健康セミナーを開催

・市民意識実態調査(現市民アンケート)を実施

平24

・神奈川県と合同で自死遺族の集いの開催を開始
・神奈川県・横浜市と共同でかながわ自殺対策会議を設置
・八都県市(※)共同で八都県市自殺対策キャンペーン連絡調整会議を設置
・川崎市総合自殺対策庁内連絡会議を設置

平20

平19

平21

・川崎市フロンターレ市政記念試合にうさっぴー登場

・自殺予防街頭キャンペーンを開始
・自殺対策相談支援技術研修を開始
・川崎区モデル地区とした事業を川崎市地域自殺対策ハイリスク者への対応事業委託事業として開始
・川崎市自死遺族ホットラインを設置
・自死遺族の集いの開催を市単独での開催に変更
・精神保健福祉センターに専任の自殺予防対策担当を設置

平17

平16

・かながわ自殺対策会議普及啓発部会を設置
・川崎市医師会へかかりつけ医うつ病対応力向上研修会の委託を開始
・自殺対策相談支援基礎研修を開始
・帝京大学医学部付属溝口病院への統計分析業務委託を開始

平23

表９ 川崎市における自殺対策の経緯
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２ 自殺対策総合推進計画の推進体制

川崎市においては、健康福祉局障害保健福祉部精神保健課と精神保健福祉セ

ンターが事務局となって、川崎市自殺対策総合推進会議、川崎市地域自殺総合

対策推進絡会議、川崎市自殺対策評価委員会という３つの会議体を運営、連携

させることで自殺対策を推進している。（Ｐ１６図９参照） 

 川崎市自殺対策総合推進会議は、平成２６年度４月に設置され、副市長が議

長を務め、１７名の関係部局の局長・区長で構成されており、自殺対策を推進

するために必要な計画及び施策の策定、自殺対策に関する情報交換及び調査、

分析や庁内の関係課等による自殺対策に係る調整又は連携に関すること等を所

管し、自殺総合対策の円滑な推進を図っている。この会議には課長級の幹事会

を設けている。 

 川崎市地域自殺総合対策推進絡会議は、平成２７年度４月に設置され、自殺

予防に関わる学識者や、司法、医療、労働、経済、福祉、教育といった１５の

関係機関や民間団体、行政機関で構成されており、自殺対策に係る総合計画や

関係機関等の情報交換、自殺対策に関する連絡調整、自殺対策事業に関する調

査、研究及び情報交換に関することを所管し、自殺総合対策の円滑な推進を図

っている。 

 川崎市自殺対策評価委員会は、平成２７年度４月に設置され、学識経験者３

名、医師１名、市職員１名の計５名で構成されており、計画の進捗状況及び目

標の達成状況の評価並びに自殺対策に係る重要事項について調査・審議してい

る。 
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学識経験者と、医療、保健

福祉などの各分野の

委員により構成 

民間団体
行政機関

川川崎崎市市地地域域自自殺殺総総合合対対策策推推進進連連絡絡会会議議

自自殺殺予予防防にに関関わわるる法法曹曹・・医医療療等等関関係係機機関関、、民民間間団団体体等等がが自自殺殺予予防防にに関関わわるる共共

通通認認識識をを持持ちち、、連連携携内内容容をを確確認認検検討討しし、、事事業業実実施施ににおおけけるる実実務務担担当当者者間間のの連連携携

促促進進ををめめざざししまますす。。

川川崎崎市市自自殺殺対対策策総総合合推推進進会会議議（（庁庁内内体体制制））

●●各各部部署署ににおおけけるる実実施施体体制制をを整整備備ししまますす。。

●●地地域域にに応応じじたた自自殺殺対対策策をを総総合合的的、、多多角角的的にに推推

進進ししてていいききまますす。。

川崎市自殺総合対策評

価委員会 

自殺対策（事業、施策）の

評価を行います。 

市民
｢自らに関係する問題｣ 

副市長を議長とした関係局・区長
会議、課長級の幹事会を設置。
 必要に応じて部会を設置。

健康福祉局精神保健課・精神保健福祉センターが、事務局として対策を推進
していきます。 

学識

医療関係機関法曹関係

教育関係機関経済・労働関係団体

福祉関係機関
警察

図９ 推進体制

川崎市自殺対策評価委

員会 

自殺対策総合推進計画

の進捗状況及び目標の達

成状況についての評価を

行います。 

川崎市自殺対策総合推進会議（庁内体制） 

●各部署における実施体制を整備します。 

●地域に応じた自殺対策を総合的、多角的に

推進していきます。

川崎市地域自殺総合対策推進連絡会議

自殺予防に関わる法曹・医療等関係機関、民間団体等が自殺予防に関

わる共通認識を持ち、連携内容を検討確認し、事業実施における実務担

当者間の連携促進をめざします。
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３ 自殺対策総合推進計画の概要

 計画は、国の自殺対策基本法及び自殺総合対策大綱を参考に、自殺を個人的

な問題のみではなく社会全体で取り組む問題としてとらえ、市民一人ひとりが

自らと無関係ではない事として意識すること、また、身近な地域の多様な主体

と協働し、安心して暮らせるまちづくりと自殺に追い込まれない社会の実現を

めざして、平成２７年３月に策定した。 

計画では、「身近な地域の多様な主体と協働し、安心して暮らせるまちづくり

と自殺に追い込まれない社会の実現を目指す」という基本理念、「ひとりでも多

くのいのちを守る」という計画の目標を実現するために、 

方針１「自殺の実情を知る」 

方針２「自殺防止のためにつながる」 

方針３「自殺防止のために支える」 

という３つの基本方針を掲げている。 

 また、条例第９条第１項に規定された 

(１)自殺の防止等に関する調査研究の推進並びに情報の収集、整理、分析及

び提供 

(２)自殺の防止等に関する市民の理解の増進 

(３)自殺の防止等に関する人材の確保、養成及び資質の向上 

(４)職域、学校、地域等における市民の心の健康の保持に関する体制の整備 

(５)自殺の発生を回避するための相談その他の適切な対処を行う体制の整備

及び充実 

(６)民間団体の行う自殺の防止等に関する活動に対する支援 

(７)自殺防止に向けた早期かつ適切な医療を提供するための体制の整備 

(８)自殺未遂者に対する支援 

(９)自殺者及び自殺未遂者の親族に対する支援 

という９つの事項に関して必要な取組を進めることとしている。 

 自殺対策の数値目標については、平成２９年の自殺者数を、平成２５年の人

口動態統計における自殺者数２４３人（自殺率１６．８）より減少させるよう、

自殺者減少傾向を維持することを目指すとしている。 

 また、計画の期間は、平成２９年度までの目標達成に向けて、平成２７年度

からの３年間としている。 
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４ 自殺総合対策を推進するうえでの基本的認識

 自殺はある日突然に起こるわけではなく、無意識のうちに自殺に追い込まれ

てしまうプロセス（自殺プロセス）があり、その途中の段階で、悩みの解決や、

困難な状況に至る前の助け合いや相互扶助関係、自分自身を大切にできる自己

肯定感の醸成までを含めた、総合的対策が必要であるとの考え方を基本に置い

ている。（図１０参照） 

また、自殺対策を進めるにあたっては、自殺プロセスの考え方にのっとり、

検討すべき領域、段階、対象者のライフステージごとに検討を進めることとし

ている。 

検討すべき領域としては、生活している地域の中での「周囲の人々による支

援領域」と、医学的治療を含む「専門的支援領域」の２つを考慮し、具体的に

介入していく段階を「事前対応」、「危機介入」、「事後対応」の３つの段階にと

らえ、ライフステージを「小児期」、「思春期」、「成人期」、「高齢期」に大別し、

対策を進めている。 

 図１０ 自殺プロセス図

作成：帝京大学医学部附属溝口病院 

精神神経科教授 張 賢徳 
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５ 地域包括ケアシステム推進ビジョンにおける自殺対策の推進について 

 川崎市では、平成２７年３月に「川崎市地域包括ケアシステム推進ビジョン」

（以下「推進ビジョン」という。）を策定し、高齢者をはじめ、障害者や子ども・

子育て世帯などに加え、現時点で他者からの支援を必要としない方々を含めた

「全ての地域住民」を対象として、「地域包括ケアシステム」の構築を推進する

こととしている。 

 また、推進ビジョンにおいては、「川崎らしい都市型の地域包括ケアシステム

の構築による誰もが住み慣れた地域や自ら望む場で安心して暮らし続けること

ができる地域の実現」という基本理念を掲げ、これを達成するための基本的な

視点等を設定している。 

川崎市自殺対策総合推進計画では、推進ビジョンを上位概念として、「身近な

地域の多様な主体と協働し、安心して暮らせるまちづくりと自殺に追い込まれ

ない社会の実現を目指す」という基本理念を掲げ、この基本理念を達成するた

め、「自殺や精神疾患に関する啓発、地域や各組織における互助意識の醸成によ

る、相談への抵抗軽減と孤立の防止」、「支援者間、および組織の連携強化によ

る相談のアクセシビリティ向上と支援の包括的提供」により、市民が安心して

生活し、その結果として、自殺者数および自殺死亡率が減少することを目指す

としている。 

 「地域包括ケアシステム」の構築とともに、推進ビジョンを上位概念とする

他の計画や施策との連携を図ることにより、計画における取組の進捗と計画が

目指す自殺者の減少につながることが期待される。 
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第３章 平成２７年の自殺対策の実施状況 

１ ３つの会議体の開催状況 

(１) 川崎市自殺対策総合推進会議 

 平成２７年度は、第１回を平成２７年５月に開催し、計画の概要及び今後の

スケジュールについて報告を行った。 

第２回は平成２８年１月に開催し、平成２６年の警察庁の自殺統計及び厚生

労働省の人口動態統計の分析結果や川崎市地域自殺総合対策推進連絡会議及び

川崎市自殺対策評価委員会の開催状況、本報告書の参考資料としている計画の

取組項目の２７年度における実施状況の集約について確認を行った。 

(２) 川崎市地域自殺総合対策推進連絡会議 

平成２７年度は、第１回を平成２７年８月に開催し、自殺対策に係る関係機

関の密接な連携と協力により、本市における自殺総合対策を円滑に進めるとい

う会議の趣旨から、まず自殺についての基本認識を共有するために、計画及び

自殺プロセスを中心とした自殺についての基礎知識について説明した後に、自

所属団体の紹介とそれぞれにおける自殺対策に関連する取組について意見を交

換した。 

 続いて、第２回を平成２８年１月に開催し、共有が必要なテーマも多様とな

ることから、高齢者の自殺問題をテーマとし、自殺予防の考え方や対策を共有・

検討することとした。家族と同居している高齢者にも自殺が多いことから、周

囲とのつながりをどのように作るか、多世代の交流、認知症とうつとの関連等

の課題について意見を交換した。 

 平成２７年度は会議体の立ち上げ初年度ということもあり、参加団体それぞ

れの分野における取組や特徴の相互認識や計画及び自殺プロセスを中心とした

自殺についての基礎知識、自殺予防の基本的な考え方の共有化を図った。

(３) 川崎市自殺対策評価委員会 

平成２７年度は、平成２７年８月に開催し、市の取組を評価することが活動

の１つであることを確認し、計画の取組項目の確認と意見交換を行った。次に、

今後川崎市の自殺対策を進めるうえで、ベースラインとして自殺及び防止対策

の実態把握が必要であることから、①自殺既遂の分析、②自損事故による救急

搬送と３次救急における対応の分析（自殺未遂の分析）、③地域自殺総合対策推

進連絡会議の活動促進のための方法の検討の３つの活動に川崎市自殺対策評価

委員会としても取り組むことを確認した。最後に計画期間である平成２７年度
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から２９年度までの３年間の評価委員会のスケジュールについて確認した。 

計画の取組項目の確認と意見交換では、市民アンケートの実施や普及啓発事

業、人材育成事業等について意見を得た。市民アンケートについては、評価委

員の意見を参考に採択に向けて質問内容の検討を進めた。 

また、自殺既遂の分析については、分析に必要な人口動態調査票の厚生労働

省に対する使用申請を行うための準備を進めた。自損事故による救急搬送事例

調査については、第１章（９）に記載の自損事故による救急搬送と救急受診等

の実態調査報告書を取りまとめた。地域自殺総合対策推進連絡会議の活動促進

のための方法の検討については、今後の会議の進め方への意見や実施するアン

ケートへの助言を得た。

２ 条例第９条第１項に規定された９つの事項ごとの実施状況について 

（取組の所管等詳細については、Ｐ３３以降参照） 

方針１ 自殺の実情を知る 

(１) 自殺の防止等に関する調査研究の推進並びに情報の収集、整理、分析及

び提供 

○自殺の防止等に関する情報の分析として、神奈川県警察署本部より提供され

た自殺統計及び厚生労働省の人口動態調査のうち、死亡要因が自殺によるも

のについて、基本集計を行った。（取組１） 

○人口動態調査を用いた自殺と福祉サービス等の利用状況との関連の分析につ

いての検討や自損事故による救急搬送と救急受診等の実態調査を行った。（取

組１、取組４） 

○自殺の防止等に関する情報の提供として、神奈川県警察署本部より提供され

た自殺統計の基本集計などの報道への提供や精神保健福祉センターのホーム

ページへの掲載を行った。ホームページには自殺についての基本的認識や相

談に関する案内も掲載した。（取組２） 

○川崎市自殺対策総合推進計画には、自殺の防止等に関する情報の収集として、

かわさき市民アンケートにおける調査の実施を挙げていることから、調査項

目の検討を進めた。（取組３） 

(２) 自殺の防止等に関する市民の理解の増進

○普及啓発事業として、メンタルヘルスや自殺についての正しい理解、様々な

相談窓口の情報を届けることを目的に、啓発物の配布等を行った。また、地

域のコミュニティスペースとして、高齢者を対象に開催されている「まちの

えんがわ」にて、こころの健康講座を行った。（取組６、９） 
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○各区役所において、こころの健康づくりやこころの健康に影響する身体の健

康保持について、主に市民を対象とした講話を行った。（取組７）

○産業保健分野への普及啓発事業として、冊子「かわさき労働情報」に、ここ

ろの健康に関する記事、及び相談窓口等の案内を掲載し、こころの健康障害

などに起因する自殺を未然に防ぐための啓発を行った。（取組８） 

○子どもに自分の存在を肯定し、他者を尊重することの重要性を伝えることを

目的に「いのち、こころの教育」として豊かな人間関係を育むためのプログ

ラムや研修会を行った。（取組５） 

方針２ 自殺防止のためにつながる

(３) 自殺の防止等に関する人材の確保、養成及び資質の向上 

○児童・思春期の支援に関する事例検討や庁内各機関を対象とした自殺対策の

基礎知識についての講義を含むグループ演習を取り入れた地域での連携のた

めの事例検討、医療・保健・福祉等機関従事者を対象とした「自殺予防セミ

ナー」において、希死念慮や自殺関連行動に関するグループワークを行った。

加えて、自損事故による救急搬送と救急受診等の実態調査等をとおして、消

防本部、救急救命医療機関と、自殺未遂者支援について意見交換を行った。（取

組１３、１６、１８、２５） 

○川崎市内の小中高等学校の教職員に向けたメンタルヘルス、自殺予防に関す

る講座や新任課長研修におけるメンタルヘルス・自殺予防に関する講義、様々

な立場の人を対象に、ゲートキーパーの役割や異なる立場の役割に関する講

座を行った。（取組１４、１５、１７） 

○市内の保健福祉に関する従事者を対象とした研修における、自殺予防の基礎

知識に関する研修や地域の相談支援の中核となる人材の養成を目的とした事

例検討におけるファシリテート研修、４県市協調でかかりつけ医等医師を対

象に、早い段階でうつ病等の精神的疾患に気づき、治療につなぐための研修

を行った。（取組１６、２１、２２） 

○自殺対策の基礎知識の説明を含む各区保健福祉関係者との意見交換や内閣府，

自殺予防総合対策センターの主催する自殺総合対策に関する研修への職員の

派遣、事後対応に係る支援者向け手引きの作成に向けた検討を行った。（取組

１５、１９、２４） 

○母子保健に携わる職員のスキルアップを図るための研修や自殺予防総合対策

センター発行の冊子を活用した遺児支援のための研修を行った。（取組１０、

２３） 

○人権尊重教育をすべての教育活動の基盤として位置づけ、児童生徒の豊かな

心を育むことができる教員の養成を目的に、様々なライフステージに応じた
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研修における人権尊重教育に係る講演や、各校の人権尊重教育推進担当者を

対象にした講演を行った。（取組１１） 

○児童生徒の心の健康問題に対処するため、養護教諭等が行う健康相談に対す

る精神科医等による援助や相談事例に基づいた医学的な情報提供や研修会を

行った。（取組１２） 

○神奈川県私立中学校協会では、協会加盟校の教職員を対象にいじめ等防止に

関する研修会を行った。（取組２６） 

○地域のがん診療に関わる医師・医療従事者向けに身体症状を緩和するための

スキル習得やがん患者とその家族の心のケアのための研修会やがん体験者に

よる講演を行った。（取組２０） 

(４) 職域、学校、地域等における市民の心の健康の保持に関する体制の整備

○市内公立学校の児童・生徒に対する自殺予防を目的とした出前講座やうつ病

治療中の患者の家族にうつ病の基礎知識や療養中の対応方法を学んでもらう

「うつ病家族セミナー」を行った。（取組２７、３５） 

○アルコール関連問題に関する支援者からの相談への対応やこころの健康や病

気の悩みに関する市民を対象とした匿名電話相談、社会的ひきこもりの状態

にある人やその家族が抱える精神保健的課題について支援を行った。（取組３

２、３３、３４） 

○神奈川メンタルヘルス会議における情報共有やアルコール依存症や健康飲酒

についての基礎知識を掲載したリーフレットや相談窓口を案内する相談カー

ドの作成、配布を行った。（取組３０、３２） 

○各区役所において、社会福祉職・保健師による精神保健福祉に関する相談事

業や精神科嘱託医による精神保健相談クリニックを行った。（取組４１） 

○各区役所において、こころの健康づくりやこころの健康に影響する身体の健

康保持について、主に市民を対象とした講座を行った。（取組２９・取組７再

掲） 

○介護予防活動の育成・支援を目的に普及啓発や指導・育成、グループ支援と

いった一次予防事業や二次予防事業・暮らしの元気度チェック等を行った。

（取組３６）  

○介護予防・生きがいづくりの観点から、各区役所と協力して、外出機会の確

保、地域との交流等に支援を必要とする要援護高齢者で、要介護認定を受け

ていない方を対象としたデイサービスの提供や老人いこいの家での事業を行

った。（取組３７、３８） 

○平成１７年４月に川崎市職員メンタルヘルス対策基本方針を定め、平成２６

年４月からは川崎市職員メンタルヘルス対策推進計画に基づき、心の健康増
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進・予防対策（１次予防対策）として、快適な職場環境づくりとして安全衛

生委員会等での取組や広報誌「れいんぼう」等によるセルフケアの普及啓発、

セルフケアハンドブック等の作成・配布・ホームページへの掲載、その他セ

ルフケアに関する研修を行った。また、早期発見・早期対応・療養支援（２

次予防対策）として、管理監督者研修、管理監督者のためのメンタルヘルス

対策の手引の作成と周知、相談体制の充実、適切な療養支援の取組を強化し

た。さらに復職支援・再発予防（３次予防対策）を職場・関係部署等と連携

して取り組んだ。（取組２８） 

○がん患者とその家族の日常の悩みや不安の相談の場としてがんサロンの開催

や院外の方に対する生活や経済面に対する不安等の相談の場として面接や電

話によるがん相談を行った。（取組３１） 

○区・教育担当のもとにスクールソーシャルワーカーを配置し、課題を抱える

児童生徒の支援を行った。（取組３９） 

○市立中学校には全校配置、市立小学校は要請に応じて、高等学校へは週１回

程度、学校巡回カウンセラーを派遣し、児童生徒、保護者、教職員に対する

相談やアセスメント、コンサルテーションを行った。（取組４０） 

○学校こころの緊急支援事業については、専門医を学校に派遣する「心の健康

相談支援事業」と重複するため、平成２７年度にはこれらを統合した。（取組

４２） 

○神奈川産業保健総合支援センターでは、メンタルヘルスに関する各種研修や

小規模事業場へのメンタルヘルス対策実施支援、地域産業保健センターにお

ける相談を行った。（取組４３） 

(５) 自殺の発生を回避するための相談その他の適切な対処を行う体制の整

備及び充実

○川崎市における自殺対策を包括的に進めることを目的に、様々な関係機関や

民間団体、行政機関と協議、検討を行う川崎市地域自殺総合対策推進連絡会

議を設置・開催した。（取組６２） 

○失業を中心に、住まい、債務、メンタルについてなど生活困窮者の複合的な

課題に対応するため、だいＪＯＢセンター（生活自立・仕事相談センター）

を設置し、相談面接とともにハローワーク、行政窓口や病院等の関係機関へ

の同行を行うなど、寄り添い型の相談支援を行った。（取組５５）  

○協力事業者と行政機関、関係機関等で見守りネットワークの構築に取り組み、

事業活動の中で、異変や支援を必要としている方を発見した場合に相互連携

を図った。（取組５８） 

○市内９箇所の福祉事務所において、面接相談員を配置して生活相談に応じ、
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相談者個々の相談内容に即した助言を行った。（取組５６） 

○各区役所において、認知症等により要介護となった人の家族を対象とした介

護教室の開催や家族からの相談への対応を行った。（取組５９）  

○各区役所において、市内に在住・在勤・在学の方を対象に、市職員及び市民

相談員が相談の総合案内や日常生活での困り事等の相談に応じる市民相談や、

弁護士、司法書士、専門相談員等が専門知識の必要な相談に応じる特別相談

を行った。（取組４９） 

○悩みを抱える女性の総合相談として、電話、面接による相談や弁護士による

法律相談を行った。また、男性相談について、約２か月間試行した。（取組５

１） 

○各児童相談所や各区役所の保健福祉センター、各支所の健康福祉ステーショ

ンにおいて、０歳から１８歳までの子どもに関する悩みや困難について、保

護者や子どもへの相談を行った。また、児童と青少年の養護・障害・非行・

人間関係・社会生活などに関する悩み事や困り事の電話相談を行った。（取組

４４、４７） 

○１５歳～３９歳で就労しておらず、家事も通学もしていない若年無業者等に

対して、職業的自立に向けた個別・継続的な支援を行う「かわさき若者サポ

ートステーション事業」と本市独自の事業を併せて総合的な支援を行う「コ

ネクションズかわさき」や川崎市就業支援室「キャリアサポートかわさき」

において、総合相談窓口を開設し、就職に関する相談など就労を支援する取

組を行った。（取組４８、５３） 

○消費生活全般に関する苦情や問合せといった消費者からの相談の受付や弁護

士・生活支援相談員・就労専門の支援員・市職員による多重債務者特別相談

会を行った。（取組５２） 

○経済状況の急激な変化に直面し経営の安定に支障を生じている中小企業に対

するセーフティネット保証（中小企業信用保険法）の申請受付及び認定や中

小企業の経営、融資等に関する相談、支援を行った。（取組５４） 

○鉄道駅舎におけるプラットホームからの転落や走行中の列車との接触事故を

防ぎ、障害者や高齢者等の移動の円滑化及び鉄道利用者の安全を確保するこ

とを目的に、条件を満たす駅舎へのホームドア等の設置費用の一部に対する

補助制度を設けた。（取組５７） 

○匿名のこども専用の電話相談やインターネット上の問題に関する電話・メー

ル相談を実施した。また、市立小・中学校の全児童生徒への相談カードの配

布やインターネット上でのトラブル防止のための取組として、学校裏サイト、

掲示板等の常時監視を行った。（取組４５、４６） 

○相談の窓口となり、校内巡回、教室訪問等を行い、校内の課題を早期に発見
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し、支援を行うことで課題の改善を図る「児童支援コーディネーター」専任

化を進めた。（取組６０） 

○子どもの権利の侵害や男女平等にかかわる人権の侵害に関する相談及び救済

の申立てに対する対応を行った。また、子ども教室の実施や市内の小・中・

高等学校の全児童生徒への相談カードの配布、高校生対象の人権学習の実施

等の広報・啓発を行った。（取組５０） 

○市の事業ではないが、民間団体である社会福祉法人川崎いのちの電話におい

ては、電話相談事業として毎月１０日のフリーダイヤル事業や２４時間の電

話相談を行った。（取組６１） 

(６) 民間団体の行う自殺の防止等に関する活動に対する支援

○神奈川県内の自殺対策を多角的に検討し、総合的な対策として推進していく

ため、様々な関係機関や、民間団体、行政機関により構成される「かながわ

自殺対策会議」を４県市協同で設置した。（取組６３） 

○川崎いのちの電話と共催で市民を対象に、こころの健康や精神疾患、自殺予

防に関する「こころの健康セミナー」を行った。平成２７年度は精神疾患の

基礎知識や傾聴についての学習会も併せて行った。（取組６４） 

○電話相談事業を行う社会福祉法人川崎いのちの電話に対して、その活動及び

相談員ボランティアの資質の向上を図るため補助や活動の周知等のために行

うチャリティイベントや相談員募集講座、定期刊行物の広報協力を行った。

（取組６５） 

方針３ 自殺防止のために支える

(７) 自殺防止に向けた早期かつ適切な医療を提供するための体制の整備

○４県市協調でかかりつけ医等身体科医師を対象に、早い段階でうつ病等の精

神的疾患に気づき、早期の段階で治療につなぐための研修を行った。（取組６

６・取組２２再掲） 

○精神科救急患者の円滑な医療及び保護を図るため、精神保健福祉法に基づく

診察の実施、精神科救急医療施設の紹介及び確保について、４県市が協調体

制で、２４時間３６５日の相談体制を整備した。（取組６８） 

○各区役所において、社会福祉職・保健師による精神保健福祉に関する相談事

業や月に数回だが精神科嘱託医による精神保健相談クリニックを行った。（取

組６７・取組４１再掲） 

○自殺未遂者も含む市内全救急事案に対して、２７隊の救急隊で迅速かつ適正

な救急搬送体制を整備した。（取組６９） 
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(８) 自殺未遂者に対する支援

○各区役所において、社会福祉職・保健師による精神保健福祉に関する相談事

業や月に数回だが精神科嘱託医による精神保健相談クリニックを行った。（取

組７０・取組４１再掲） 

○精神科救急患者の円滑な医療及び保護を図るため、精神保健福祉法に基づく

診察の実施、精神科救急医療施設の紹介及び確保について、４県市が協調体

制で、２４時間３６５日の相談体制を整備した。（取組７１・取組６８再掲） 

○自損事故による救急搬送において本人または家族に渡す相談機関案内のリー

フレットを作成しているが、救急搬送の現場では渡すことのできない状況も

多く、今後の実施方法の検討を進めた。（取組７３） 

○各区役所の精神福祉相談において、自殺未遂者やその家族への支援を行った。

また、救命救急医療機関との連携体制について、消防本部、救命救急医療機

関とともに、「自損事故による救急搬送と救急受診等の実態調査」と並行して

検討を進めた。（取組７４） 

○各児童相談所において、０歳から１８歳までの子どもに関する悩みや困難に

関する保護者や子どもへの相談を行った。また、学校や家庭で自殺企図があ

った児童について、保護者、学校や教育委員会との連携の下、再企図の防止

を図った。（取組７２） 

○自殺未遂も含む市内全救急事案に対して、２７隊の救急隊による迅速かつ適

正な救急搬送体制を整備した。（取組６９） 

(９) 自殺者及び自殺未遂者の親族に対する支援

○自殺により遺された方が相互に分かち合う自死遺族の集いの開催や自殺によ

り遺された人等が安心して話をして、必要な情報を得る機会を作ることを目

的に自死遺族電話相談「ほっとライン」を実施した。（取組７９、８０） 

○職員を対象に必要に応じて自死遺族に精神保健福祉センター作成の遺族支援

のリーフレットやチラシ等を配布しているが、平成２７年度は自殺企図とし

て連絡を受けたケースはなかったため、配布実績はなかった。（取組７８） 

○各区役所において。弁護士による法律相談全般の相談に応じた。（取組７ 

７） 

○各児童相談所において、０歳から１８歳までの子どもに関する悩みや困難に

関する保護者や子どもへの相談を行っており、その中で遺児に関する相談も

受けている。また、施設入所や、里親委託となった児童については、施設の

指導員や心理士、里親と、児童心理司が連携して児童の心理的ケアを行う体

制をとった。（取組７６） 

○緊急時にスクールカウンセラーや学校巡回カウンセラーを派遣し、遺児やそ
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の親族等への心のケアの実施や必要に応じてスクールソーシャルワーカーを

活用して関係機関と連携した支援を行った。（取組７６） 

○学校こころの緊急支援事業については、専門医を学校に派遣する「心の健康

相談支援事業」と重複するため、平成２７年度に事業を統合した。（取組７５・

取組４２再掲） 
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第４章 目標の達成状況と評価 

１ 自殺対策総合推進計画の定量的目標について

計画では、目標として平成２９年の自殺者数を、平成２５年の厚生労働省の

人口動態統計における自殺者数２４３人（自殺率１６．８）より減少させるよ

う、自殺者減少傾向を維持することを目指すとしている。 

本市の自殺者数は平成１０年の自殺者激増後は減少傾向にあった。しかし、平

成１７年を下げ止まりとして反転し、平成２１年まで上昇の傾向が見られてい

たが、平成２２年からは減少傾向にある。 

 こうした本市の経過を勘案し、平成２２年からの減少傾向を維持することが

最も重要なことと考え、平成２６年の条例施行の前年にあたる平成２５年の自

殺者数２４３人より平成２９年の自殺者数を減少させることを目標としている。 

２ 定量的目標の達成状況と評価について

人口動態統計によると、平成２７年の自殺者数は２３９人※１（自殺率１６．

２※２）となっており、減少傾向を維持している。 

 今後も減少傾向を維持し、自殺者を一人でも少なくすることを目指して、「ひ

とりでも多くのいのちを守る」ための総合的な対策を推進する。 

※１「平成２７年人口動態統計（確定数）の概況」による。 

※２「平成２７年人口動態統計月報年計（概数）の結果」による。 

Ｐ２ 図１．川崎市と全国の自殺者数の推移（人口動態統計）一部抜粋 
【人口動態統計】
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３ 自殺対策の定性的な評価について

川崎市では、平成１９年度に庁内外との連携のための３つの会議体を設置し

て以降、平成２３年度までに主管課が行うべき自殺総合対策を推進する上で必

要な事業を主に他県市との協調や委託により整備した。その後、平成２５年１

２月に川崎市議会において、条例が議員提案により制定され、この条例に基づ

き、本計画が策定され、新たに２つの会議体を設置することで、さらに体制を

整備した。これにより、庁内外の関係機関・団体に対する「自殺対策とは特別

な取組を必要としているわけではなく、人々が抱える困難な状況を解決するた

めに、地域での助け合い等も含めた様々な取組で構成される総合的な対策であ

る」という認識の周知・理解がより進んだ。 

この点は、本報告書の第３章及び参考資料に記載のとおり、事務局である健

康福祉局障害保健福祉部精神保健課と精神保健福祉センターが実施する取組の

みならず、庁内外の関係機関・団体が多岐にわたる取組を実施していることか

らも明らかなように、川崎市では総合的な対策の推進が図られている。 

ただし、設置している会議体については、地域自殺総合対策推進絡会議と自

殺対策評価委員会の２つが設置初年度ということもあり、相互間の連携等につ

いては改善していく必要がある。 

自殺防止等に関する調査研究については、今年度より自殺既遂の分析、自損

事故による救急搬送事例調査、地域自殺総合対策推進連絡会議の活動促進の方

法の検討を、川崎市自殺対策評価委員会委員の協力を得ながら進めているとこ

ろである。自殺は関連する要因の多い複雑な現象であり、自殺の実態分析等を

踏まえ、専門家のもつ知見も活用しながら、科学的な取組として進めていく必

要がある。 

自殺防止等に関する人材の確保、養成及び資質の向上については、地域住民

や支援者の自殺対策の基本的な考え方やゲートキーパーに関する関心・理解が

進んでいる。今後地域の関心・理解を一層高めていくためには、精神保健以外

の分野でゲートキーパー養成を担うことができる人材の養成を進めていく必要

がある。加えて、自殺予防には他職種による連携・支援が必要となる場合があ

るため、地域における連携体制構築を担う人材を育成する必要もある。 

自殺未遂者への支援については、実態分析と並行して、地域における連携・

支援体制の構築を進めていかなければならない。現在計画されている自損事故

による救急搬送事例調査はその重要な機会となるだろう。 

第２章の５「地域包括ケアシステム推進ビジョンにおける自殺対策の推進に

ついて」に記載しているとおり、今後上記の課題を解決するうえで、「全ての地

域住民」を対象とした「地域包括ケアシステム」の構築に歩調をあわせながら

計画を進めていくことが重要になる。 
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参考 自殺未遂者の実態について 

この章では、計画の定量的目標の達成状況について分析するため、平成２７年の自殺既遂者の

状況を取り上げているが、自殺総合対策を推進していくには、川崎市における自殺未遂の状況に

ついても把握する必要がある。 

平成２７年度実施の自損事故による救急搬送と救急受診等の実態調査概要から紹介する（概要

全文は第１章（９）参照）。 

○川崎市消防局年報によると平成２６年の出動は６４，８９７件あり、そのうち自損事故による

搬送人員は４７１件であった。 

○事故種別が自損行為によるもので、救急搬送を実施した事例４４１件のデータ提供を受けて分

析を行ったところ、２３．１％は川崎区で発生したものであり、総人口１０万対比でみても他

の区と比べて発生件数が多かった。ただし発生区ごとにみた自損行為による救急搬送の件数と、

自殺死亡率との間に明らかな傾向は見いだせなかった。 

○年間の件数にして自殺既遂のおよそ２倍の自損行為による救急搬送が行われ、そのほとんどは

薬物多飲や切創および縊頸といった自殺関連行動によることが明らかとなった。 

○対策を検討するうえで重要な情報と考えられる自損の手段や精神疾患の有無は、現状の搬送デ

ータからは必ずしも十分に把握できなかった。 

○心理学的剖検データベースを活用した自殺の原因分析ではアルコール使用障害と自殺との関

連が示唆されているが、搬送データの既往歴でこれを特定できるものは少なかった。 

○今後は、自損行為による救急搬送データと３病院の医療機関データのレコードリンケージによ

る分析を行い、川崎市の自殺未遂者対策に役立てていくことが期待される。 
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１ 計画の取組項目の２７年度における実施状況について
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　区役所実施の取組

方針 番号 取組名称 所管課名　 区（※） ページ数

1 自殺対策に関する調査研究

2 自殺関連情報の提供

3 かわさき市民アンケートの定期的な実施

4 自殺未遂者実態把握

5 「いのち、こころの教育」の推進 教育委員会事務局企画課

6 自殺予防に関する普及啓発事業 健康福祉局精神保健福祉センター

7 かわさき健康づくり２１関連事業 健康福祉局健康増進課 ○

8 産業保健分野への普及啓発 経済労働局労働雇用部

9 モデル地区における普及啓発 健康福祉局精神保健福祉センター ○

10 母子保健事業 こども未来局こども保健福祉課

11 教職員の資質向上 教育委員会事務局総合教育センター 40

12 教職員向け心の健康相談支援事業 教育委員会事務局健康教育課 41

13 児童・思春期事例検討会の開催

14 学校出前講座（教職員対象）の実施

15 市職員の人材育成

16 自殺対策相談支援研修

17 ゲートキーパー講習の実施 ○

18 関係機関との連携のための事例検討会の実施

19 地域における自殺対策の連携に向けた人材育成 45

20 緩和ケア研修会の開催 井田病院地域医療部がん相談支援センター 46

21 モデル地区における支援者の育成 ○

22 かかりつけ医うつ病対応力向上研修

23 遺児支援者向け研修 こども未来局児童家庭支援・虐待対策室

24 事後対応に係る支援者向け手引きの作成

25 自殺未遂者支援についての研修

26 教職員向け研修の開催 神奈川県私立中学高等学校協会

27 学校出前講座の実施（児童・生徒対象） 健康福祉局精神保健福祉センター 50

28 川崎市職員メンタルヘルス対策 総務企画局職員厚生課 51

29 かわさき健康づくり２１関連事業（再掲） 健康福祉局健康増進課 ○

30 地域・職域連携推進事業 健康福祉局精神保健福祉センター

31 がん患者やその家族への支援の取組 井田病院地域医療部がん相談支援センター

32 アルコール関連問題への対策 ○

33 こころの電話相談

34 社会的ひきこもり相談

35 うつ病家族セミナー

36 介護予防関連事業

37 いこい元気広場事業 ○

38 高齢者ふれあい型デイサービス事業 健康福祉局高齢者在宅サービス課 ○

39 スクールソーシャルワーカーの配置 教育委員会事務局教育改革推進担当 ○

40 スクールカウンセラーの配置 教育委員会事務局総合教育センター

41 各区精神保健相談 健康福祉局精神保健課 ○

42 学校こころの緊急支援事業 教育委員会事務局健康教育課

43 中小企業における産業保健活動への支援 神奈川産業保健総合支援センター

44 子ども・子育て支援 こども未来局児童家庭支援・虐待対策室 ○

45 子ども専用・子供ＳＯＳ電話相談

46 インターネット問題相談

47 児童・青少年電話相談 こども未来局児童家庭支援・虐待対策室 61

方針１
自殺の実情を知る

35

36

健康福祉局精神保健福祉センター

37

38

39

43

44

57

59

方針２
自殺防止のため
につながる

健康福祉局精神保健福祉センター 47

48

健康福祉局精神保健福祉センター

49

42

健康福祉局精神保健福祉センター

教育委員会事務局総合教育センター 60

52

53

健康福祉局精神保健福祉センター 54

55

健康福祉局地域包括ケア推進室

56

58
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方針 番号 取組名称 所管課名　 区（※） ページ数

48 コネクションズかわさき 経済労働局労働雇用部 61

49 市民相談の実施 市民文化局市民活動推進課

50 人権オンブズパーソンによる相談等の実施 市民オンブズマン事務局人権オンブズパーソン担当

51 男女共同参画センターにおける総合相談 市民文化局人権・男女共同参画室 63

52 多重債務を含む消費生活相談 経済労働局消費者行政センター

53 キャリアサポートかわさき 経済労働局労働雇用部

54 中小企業の融資相談 経済労働局金融課

55 生活困窮者への支援

56 生活保護制度による支援 ○

57 ホームドア等の設置支援 まちづくり局交通政策室

58 地域見守りネットワーク事業
健康福祉局高齢者在宅サービス課

健康福祉局地域福祉課
○

59 介護者への支援 健康福祉局地域包括ケア推進室 ○

60 児童支援コーディネーターの専任化の推進 教育委員会事務局指導課

61 自殺予防いのちの電話 健康福祉局精神保健課

62 自殺予防に関わる機関、民間団体等による連携の場の設置

63 かながわ自殺対策会議の設置

64 市民向け講演会の共催

65 川崎いのちの電話運営補助 健康福祉局精神保健課

66 かかりつけ医うつ病対応力向上研修（再掲） 健康福祉局精神保健福祉センター

67 各区精神保健相談（再掲） 健康福祉局精神保健課 ○

68 精神科医療体制の整備 健康福祉局精神保健福祉センター

69 自殺未遂者の救急搬送 消防局警防部救急課

70 各区精神保健相談（再掲） 健康福祉局精神保健課 ○

71 精神科医療体制の整備（再掲） 健康福祉局精神保健福祉センター

72 自殺企図児童に対する支援 こども未来局児童家庭支援・虐待対策室

73 自殺未遂者・家族等へのリーフレットの配布

74 自殺未遂者及びその家族への支援 ○

75 学校こころの緊急支援事業（再掲） 教育委員会事務局健康教育課

76 教育委員会事務局企画課 ○

76 こども未来局児童家庭支援・虐待対策室 ○

77 自死遺族に対する市民法律相談 市民文化局市民活動推進課

78 自死遺族支援リーフレット等の配布 総務企画局職員厚生課

79 自死遺族の集いの開催 健康福祉局精神保健福祉センター

80 自死遺族電話相談「ほっとライン」の実施 健康福祉局精神保健福祉センター

69

70

方針３
自殺防止のために

支える

健康福祉局精神保健福祉センター

遺児支援における連携

方針２
自殺防止のため
につながる

健康福祉局精神保健福祉センター

62

健康福祉局生活保護・自立支援室

64

65

66

67

68

76

77

78

71

72

73

74

75
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２ 本報告書に対する川崎市自殺対策評価委員会からの意見 

本報告書は、条例第１１条１項に基づき、計画の進捗状況及び目標の達成状況の評価及び市

の自殺の概要についてとりまとめ、議会に提出するとともに、公表することを目的に作成した。 

本報告書を作成するにあたり、平成２８年８月２６日に開催した川崎市自殺対策評価委員会

より、条例第１１条２項に基づいて、以下の意見が出された。 

（１）川崎市自殺対策総合推進計画の進捗状況及び目標の達成状況の評価について、推進体制

としている３つの会議体の実施状況についても追加すべき 

（２）川崎市自殺対策総合推進計画の進捗状況及び目標の達成状況の評価について、定量的な

目標の達成状況だけではなく、定性的（数値・数量で表せないさま）な評価についても

追加すべき 

（３）報告書案の構成について、これまでの川崎市における自殺対策の経緯や本市地域包括ケ

アシステムとの関連などを追加すべき 

なお、第１章（７）及び（８）に使用している資料を自殺予防総合対策センターの分析結果

をもとに、評価委員会委員の山内氏に作成いただき、第１章（９）を自損事故による救急搬送

と救急受診等の実態調査平成２７年度報告書をもとに、評価委員会委員の中西氏に作成いただ

いたことに深く感謝申し上げる。 

「川崎市自殺対策の推進に関する条例」抜粋 

（自殺対策総合推進計画の策定等） 

第９条 市長は、市の状況に応じた自殺対策を総合的に推進するための計画（以下「自殺対策

総合推進計画」という）を定め、及びこれに基づき次に掲げる事項に関し必要な施策を講じる

ものとする。 

～中略～ 

２ 自殺対策総合推進計画においては、自殺に関する市の状況を勘案し、自殺対策の関する定

量的な目標を定めるものとする。 

（評価及び報告書の作成等） 

第１１条 市長は、毎年度、自殺対策総合推進計画の進捗状況及び第９条第２項の目標の達成

状況について評価を行い、その結果及び市における自殺の概要に関する報告書を作成し、これ

を議会に提出するとともに、公表するものとする。 

２ 市長は、前項の評価を行おうとするときは、川崎市自殺対策評価委員会の意見を聴くもの

とする。 
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川崎市自殺対策の推進に関する条例 

平成２５年１２月２４日条例第７５号 

人の命は、何ものにも代え難い。しかし、自ら命を絶つ人が川崎市でも跡を絶たない。 

自殺に至る背景には、個人的な要因だけではなく、社会的な要因もあり、それらが複合的に重

なっていることから、その対策も個々の自殺発生の危機への対応だけではなく、誰もが健康で生

きがいをもって暮らすことのできる社会の構築まで一貫したものでなければならない。 

そのため、川崎市においても、自殺を個人の問題としてのみではなく、社会全体で取り組む問

題として捉えていく必要があり、市民一人ひとりが自殺を自らと決して無関係ではない問題とし

て意識し、自殺対策に関心と理解を深めていくことが重要となっている。 

ここに、川崎市は、自殺対策を推進して、自殺の防止及び自殺者の親族等に対する支援の充実

を図るとともに、誰もが自殺に追い込まれない社会の実現に向けて、市民その他関係者と共に取

り組んでいくため、この条例を制定する。 

（目的） 

第１条 この条例は、自殺対策に関し、基本理念を定め、市の責務、市民の役割等を明らかにす

るとともに、自殺対策の基本となる事項を定めることにより、自殺の防止等に対する市民の意

識の高揚を図りつつ、市の状況に応じた自殺対策を総合的に推進し、もって市民が互いに支え

合い、健康で生きがいを持って暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とす

る。 

（基本理念） 

第２条 自殺対策は、次の基本理念にのっとり、その推進が図られなければならない。 

(１)自殺が個人的な問題としてのみ捉えられるべきものではなく、その背景に様々な社会的な要 

因があり、その多くを防ぐことができる問題であることを踏まえて、社会的な取組とすること。 

(２)自殺が多様かつ複合的な原因及び背景を有するものであることを踏まえ、単に精神保健的観 

点からのみならず、自殺の実態に即したものとすること。 

（３）自殺の事前予防、自殺発生の危機への対応及び自殺が発生した後又は自殺が未遂に終わっ

た後の事後対応の各段階に応じた効果的な施策とすること。 

（４）市及び関係機関等（国、他の地方公共団体、医療機関、事業主、学校、自殺の防止等に関

する活動を行う民間の団体その他の自殺対策に関係する者をいう。以下同じ。）相互の密接な

連携の下に行われるものとすること。 

（市の責務） 

第３条 市は、前条の基本理念にのっとり、関係機関等と連携しつつ、自殺に関する現状を把握

し、市の状況に応じた施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施するものとする。 

２ 市は、前項の規定による関係機関等との連携、現状の把握並びに施策の策定及び実施に当た

っては、これらの行為が各区又は地域の実情に応じたものとなるよう配慮するものとする。 

３ 市は、一定期間に発生した自殺の原因、方法、件数等から判断して急を要すると認めるとき

は、速やかに必要な対応を行うものとする。 

（事業主の責務） 

第４条 事業主は、自殺対策において重要な役割を果たし得ることを認識し、自殺及びその背景
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にある心の健康の問題その他の問題に対する正しい理解を深めるよう努めるものとする。 

２ 事業主は、市及び他の関係機関等と連携して、その雇用する労働者の心の健康の保持を図る

ため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（保健医療サービス等を提供する者の責務） 

第５条 保健医療サービス、福祉サービス等（以下「保健医療サービス等」という。）を提供す

る者は、自殺対策に直接関係すること又は寄与し得ることを認識し、自殺及びその背景にある

心の健康の問題その他の問題に対する正しい理解を深めるよう努めるものとする。 

２ 保健医療サービス等を提供する者は、市及び他の関係機関等と連携して、保健医療サービス

等の利用者に係る自殺の防止等に資するよう、適切な措置を講ずることに努めるものとする。 

（学校等の責務） 

第６条 学校その他これに類する教育機関（以下「学校等」という。）は、自殺対策において重

要な役割を果たし得ることを認識し、自殺及びその背景にある心の健康の問題、いじめその他

の問題に対する正しい理解を深めるよう努めるものとする。 

２ 学校等は、市、他の関係機関等、児童、生徒等の保護者等と連携して、児童、生徒等が心身

ともに健康な生活を営むことができるよう、前項の問題に関する支援その他の適切な措置を講

ずることに努めるものとする。 

（市民の役割） 

第７条 市民は、自殺が自己に関係のある問題となり得ること及び自殺の防止等に資する行為を

自らが行い得ることを認識し、自殺及びその背景にある問題に対する正しい理解を深めるとと

もに、それぞれが自殺対策に関し適切な役割を果たすよう努めるものとする。 

（財政上の措置等） 

第８条 市は、この条例の目的を達成するため、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう

努めるものとする。 

（自殺対策総合推進計画の策定等） 

第９条 市長は、市の状況に応じた自殺対策を総合的に推進するための計画（以下「自殺対策総

合推進計画」という。）を定め、及びこれに基づき次に掲げる事項に関し必要な施策を講ずる

ものとする。 

（１）自殺の防止等に関する調査研究の推進並びに情報の収集、整理、分析及び提供 

（２）自殺の防止等に関する市民の理解の増進 

（３）自殺の防止等に関する人材の確保、養成及び資質の向上 

（４）職域、学校、地域等における市民の心の健康の保持に係る体制の整備 

（５）自殺の防止に向けた早期かつ適切な医療を提供するための体制の整備 

（６）自殺の発生を回避するための相談その他の適切な対処を行う体制の整備及び充実 

（７）自殺未遂者に対する支援 

（８）自殺者及び自殺未遂者の親族等に対する支援 

（９）民間団体の行う自殺の防止等に関する活動に対する支援 

２ 自殺対策総合推進計画においては、自殺に関する市の状況を勘案し、自殺対策に関する定量

的な目標を定めるものとする。 
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（留意事項） 

第１０条 市長は、自殺対策総合推進計画の策定及びこれに基づく施策の実施に当たっては、次

に掲げる事項に留意するものとする。 

（１）各区又は地域の実情に配慮すること。 

（２）次に掲げる役割を業務の性質上担うことが可能であると認められる職業の団体に対し、心

の健康又は自殺の防止に関する知識の普及に資する情報提供その他の必要な支援が行われる

ようにすること。 

ア 自殺及び自殺に関連する事象に関する正しい知識を普及する役割 

イ 自殺の兆候に気付いて、当該兆候を示した者に話しかけ、又は話を聞き、必要に応じて専

門的な機関、団体等から相談、助言等が受けられるよう支援し、又は当該兆候を示した者を

見守る役割 

（３）市民がそれぞれ自己の親族、知人その他の関係者の異変に気付いた場合に、前号イに掲げ

る役割を担って適切に行動することができるよう、必要とされる基礎的な知識の普及が図られ

るようにすること。 

（評価及び報告書の作成等） 

第１１条 市長は、毎年度、自殺対策総合推進計画の進捗状況及び第９条第２項の目標の達成状

況について評価を行い、その結果及び市における自殺の概要に関する報告書を作成し、これを

議会に提出するとともに、公表するものとする。 

２ 市長は、前項の評価を行おうとするときは、川崎市自殺対策評価委員会の意見を聴くものと

する。 

（自殺対策評価委員会） 

第１２条 前条第２項に定めるもののほか、自殺対策に係る重要事項について調査審議するため、

川崎市自殺対策評価委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会は、委員５人以内をもって組織する。 

３ 委員は、学識経験者、医師及び市職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

４ 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 委員は、再任されることができる。 

６ 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

（連携のための仕組みの整備） 

第１３条 市長は、 自殺対策を総合的かつ円滑に推進することができるよう、市及び関係機関

等が相互に密接な連携を図るための仕組みを整備することに努めるものとする。 

附 則 

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 
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川崎市地域自殺総合対策推進連絡会議運営要綱

（趣旨）

第１条 川崎市自殺対策の推進に関する条例（平成２５年条例第７５号）に基づき、自殺対策に

係る関係機関の密接な連携と協力により、本市における自殺総合対策を円滑に進めるため、川

崎市地域自殺総合対策推進連絡会議（以下「会議」という。）の運営に関し、必要な事項を定め

るものとする。

（所掌事項）

第２条 会議は次に掲げる事項を所掌する。

（１）自殺対策に係る総合推進計画に関すること。

（２）自殺対策に係る関係機関等の情報交換に関すること。

（３）自殺対策に関する連絡調整に関すること。

（４）自殺対策事業に関する調査、研究及び情報収集に関すること。

（５）その他自殺対策の推進に必要な事項に関すること。

（構成）

第３条 第１条の趣旨に則り、神奈川県下における４県市による「かながわ自殺対策会議」及

び行政による「川崎市自殺対策総合推進会議」との連携を図る。

２ 会議は、原則として、別表に掲げる学識経験者、機関及び団体において選出した者（以下

「委員」という。）で構成するものとする。

（会議）

第４条 会議は、精神保健課長が招集する。 

２ 会議には、必要に応じて、委員以外の関係者を出席させることができる。

（部会）

第５条 第２条に定める事項の調査及び検討を行うため、会議は必要に応じて部会を設けるこ

とができる。

２ 部会は、部会に係る事項に関連する委員及び委員以外の者（以下「部会員」という。）をも

って構成する。 

３ 部会の会議については、前条の規定を準用する。

（庶務）

第６条 会議の庶務は、健康福祉局障害保健福祉部精神保健課及び精神保健福祉センターにお

いて処理する。

（その他）

第７条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議（部会に関する

事項にあっては、部会）で定める。
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附 則

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。

別表（第３条関係）

区 分 機 関 ・ 団 体 名

学識経験者 精神保健福祉関係

司法関係
神奈川県弁護士会

神奈川県司法書士会

医療関係 川崎市医師会

経済・労働関係

川崎商工会議所

日本労働組合総連合会神奈川県連合会

地域産業保健センター

福祉・教育等関係

川崎市社会福祉協議会

川崎市私立中学高等学校長協会

川崎市立中学校長会

民間団体
川崎いのちの電話

全国自死遺族総合支援センター

警察関係 神奈川県警察本部

行政
川崎市健康福祉局障害保健福祉部

川崎市教育委員会事務局学校教育部
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川崎市自殺対策総合推進会議設置要綱

（目的）

第１条 自殺対策に係る庁内の関係課等の密接な連携と協力により、本市における自殺総合対

策を円滑に進めるため、川崎市自殺対策総合推進会議（以下「推進会議」という。）を設置す

る。

（所掌事項）

第２条 推進会議は、前条の目的を達成するため、次の事項について協議、検討する。

（１）自殺対策を推進するために必要な計画及び施策の策定に関すること。

（２）自殺対策に関する情報交換及び調査、分析に関すること。

（３）庁内の関係課等が実施し、又は実施しようとする自殺対策に係る調整又は連携に関する

こと。

（４）庁内の関係課等による自殺対策の共同実施に関すること。

（５）その他自殺総合対策の推進に関し、必要な事項

（組織及び構成）

第３条 推進会議は議長及び委員をもって構成する。

２ 議長は、健康福祉局を所管する副市長とする。

３ 委員の構成は、別表１のとおりとする。

４ 議長に事故があるとき、又は欠けたときは、予め議長が指定する者がその職務を代理する。

（会議）

第４条 推進会議は、議長が招集する。

２ 委員は、代理人を出席させることができる。

３ 推進会議には、必要に応じて、関係者を出席させることができる。

（幹事会）

第５条 推進会議の所管事務を円滑に行うため、幹事会を置く。

２ 幹事会は、座長及び幹事をもって組織する。

３ 座長は、健康福祉局障害保健福祉部長とする。

４ 幹事の構成は別表２のとおりとする。

５ 座長に事故があるとき、又は欠けたときは、予め座長が指定する者がその職務を代理する。

６ 幹事会の会議については、前条の規定を準用する。この場合において、「議長」とあるのは

「座長」、「委員」とあるのは「幹事」と読み替えるものとする。

（専門部会）

第６条 第２条に定める事項の調査及び検討を行うため、会議に専門部会を置くことができる。

２ 専門部会は、調査の必要な事項に応じて置くものとし、部会長及び部会員をもって組織す

る。

３ 部会長は、議長が指名した者をもって充てる。
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４ 部会員は、部会長の指名した者をもって充てる。

５ 専門部会の会議については、第４条の規定を準用する。この場合において、「議長」とある

のは「部会長」、「委員」とあるのは「部会員」と読み替えるものとする。

（庶務）

第７条 推進会議、幹事会及び専門部会の庶務は、健康福祉局障害保健福祉部精神保健課及び

精神保健福祉センターにおいて処理する。

（その他）

第８条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は議長が定める。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。

（関係要綱の廃止）

２ 川崎市自殺総合対策庁内連絡会議設置要綱（平成１９年１０月３１日施行）は、廃止する。

附 則

（施行期日）

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。

別表１（推進会議） 

1 総務企画局 総務企画局長 

2 財政局 財政局長 

3 市民文化局 市民文化局長 

4 こども未来局 こども未来局長 

5 経済労働局 経済労働局長 

6 川崎区役所 川崎区長 

7 幸区役所 幸区長 

8 中原区役所 中原区長 

9 高津区役所 高津区長 

10 宮前区役所 宮前区長 

11 多摩区役所 多摩区長 

12 麻生区役所 麻生区長 

13 病院局 病院局長 

14 消防局 消防局長 

15 教育委員会 教育次長 

16 健康福祉局 健康福祉局長 
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別表２（幹事会） 

1 総務企画局 行政改革マネジメント推進室担当課長 

2 総務企画局 都市政策部企画調整課長 

3 財政局 財政部財政課長 

4 市民文化局 市民生活部企画課長 

5 こども未来局 総務部企画課長 

6 経済労働局 産業政策部庶務課長 

7 川崎区役所 保健福祉センター高齢・障害課長 

8 幸区役所 保健福祉センター高齢・障害課長 

9 中原区役所 保健福祉センター高齢・障害課長 

10 高津区役所 保健福祉センター高齢・障害課長 

11 宮前区役所 保健福祉センター高齢・障害課長 

12 多摩区役所 保健福祉センター高齢・障害課長 

13 麻生区役所 保健福祉センター高齢・障害課長 

14 病院局 経営企画室経営企画担当課長 

15 消防局 警防部救急課長 

16 教育委員会 総務部企画課長 

17 健康福祉局 総務部企画課長 
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　　平成28年度 川崎市自殺対策評価委員会　委員名簿

分 野 機　関　・　団　体　名 職　　名 氏　　名

(独)労働安全衛生総合研究所
過労死等調査研究センター

研究員 山内　貴史

(公財)東京都医学総合研究所
精神保健看護研究室

主任研究員 中西　三春

日本社会事業大学 准教授 贄川　信幸

医師 東邦大学 医学部講師 井原　一成

市職員 健康福祉局 医務監 坂元　昇

学識経験者
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川崎市自殺対策総合推進計画報告書 

（平成２７年度版） 

川崎市健康福祉局障害保健福祉部精神保健課 

〒２１０－８５７７ 川崎市川崎区宮本町１番地 

電話：０４４－２００－２４３０ 

FAX ：０４４－２００－３９３２ 

e-mail：40seisin@city.kawasaki.jp

川崎市自殺対策推進キャラクター

「うさっぴー」です


